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巻頭発言

建設リサイクルに求められる
厳格さと寛容さ

京都大学大学院 地球環境学堂　教授　勝
かつ

見
み

　武
たけし

　

建設・社会基盤の分野では，廃棄物・副産物の
削減と資源の有効活用は重要な命題の一つとして
取り上げられ，官民のさまざまな取組みが進めら
れてきた。その基幹として 1990 年代半ばに始め
られた建設副産物実態調査と建設リサイクル推進
計画は，数次のアップデートを経て現在に至って
おり，建設廃棄物の再資源化等率は 1990 年代の
約 60% から 2018 年には約 97% に上昇するな
ど，建設リサイクルの実務は着実に進んでいると
言ってよいであろう。
その一方で多くの課題もある。例えば，プラス
チック系の廃棄物の削減，残土の不適正処分の防
止といった個別対象物への対応から，より付加価
値の高い用途への有効利用の推進，今後増えるで
あろう老朽化したインフラの維持補修・解体への
対応，激甚災害によって大量に発生する災害廃棄
物の再生資材の活用，カーボンニュートラルへの
貢献など，多様な課題が存在している。
また，進歩が著しい情報通信技術の活用によっ
て，生産性を向上させるだけでなく，データ取得
と共有の即時性を果たすことで可視化を図って透
明性の確保につなげていくなど，社会における建
設リサイクルの認知度の向上も期待されている。
建設分野の特性として，使ったものがその場に
永く残ることから，構造物や施設としての機能を
損なわないようにするのはもちろんのこと，有害
物質等による環境への影響のリスクも避けなけれ
ばならない。
一般環境でリサイクルされる材料は，環境基準

（より正確に言うと「土壌汚染対策法の指定基準」）
を遵守するよう求められることが多いが，その運

用には環境分野特有とも言える「厳格さ」がとき
に過剰に支配的であるように筆者には感じられ
る。例えば発生土について，ヒ素や鉛などの重金
属等が自然由来で土や岩石に含まれるのは特別な
ことではないが，前記の基準を超えたことで有効
活用や事業そのものを断念せざるをえない事例も
みられるようである。
2022 年には六価クロムの水質環境基準が強化
され，改良土等への波及も各所で議論されてい
る。再利用可能なはずの材料が活用されないこと
で，残土処分，新材利用による環境破壊，運搬に
伴う温室効果ガス排出といった，環境上の別のマ
イナスをもたらしうることも考慮すべきであろう。
技術上の工夫によって有害物質によるリスクが
回避できることが科学的に説明されることで，前
記のような材料の利用が社会に広く受け入れられ
ていくのが好ましい姿であり，そのためには科学
的根拠に基づいた「寛容さ」が望まれる。
建設リサイクルは，本年 6月 20 日の国土交通
省グリーン社会実現推進本部会議において定めら
れた「環境行動計画」の中で七つの重要施策の一
つに含められている。また，同じく 9月 25 日の
社会資本整備審議会計画部会で示された第 6次社
会資本整備重点計画（案）でも，概要の 1枚もの
ペーパーに「建設リサイクル」が初めて記される
など重要度が高まっている。
建設・社会基盤分野における重要課題の一つと
して認識が高まりつつあることを踏まえ，厳格さ
と寛容さのバランスを保ちながら，さらなる高度
化が求められるところである。

建設マネジメント技術　　2025 年 12 月号 5

建マネ2512_03_巻頭発言_再.indd   5建マネ2512_03_巻頭発言_再.indd   5 2025/12/03   9:422025/12/03   9:42



特集建設分野のサーキュラーエコノミー

1.　はじめに

「循環経済の実現に向け，循環資源の利用と生
産の拡大を進めていく。例えば，下水汚泥資源の
肥料利用の推進，廃食油などを利用した SAFの
導入促進，産業副産物を利用したブルーインフラ
の整備，建設発生土の有効利用促進を推進してい
く。」
これは，「第 1回循環経済（サーキュラーエコ
ノミー）に関する関係閣僚会議」（令和 6年 7 月
30 日）1）における，前・斉藤国土交通大臣の発言
です。筆者は，建設発生土コンサルタント歴 45
年ですが，旧建設省・国土交通省の歴代大臣が 
「建設発生土」という用語を発するのを初めて聞
きました。
国土交通省が循環型経済，カーボンニュートラ

ル（CN）を進めるための重要施策として，「建設
発生土リサイクル」にスポットが当てられていま
す。
本稿では，「第 17 回建設リサイクル推進施策検

討小委員会」（令和 6年 7月 2日）2）において，「建
設発生土リサイクル徹底」方策として，一般社団
法人全国建設発生土リサイクル協会（以下，
「JASRA」という）が提案した内容等を紹介させ
ていただきます。

また，JASRA研究助成制度第 1号として，京
都大学大学院加藤智大助教に依頼した研究成果 3）

によれば，建設発生土リサイクルによる CO2 排
出量の削減効果が明らかになっています。

2.　‌�国土交通省における建設発生土‌
リサイクルの位置付け

「第 1回循環経済に関する関係閣僚会議」での
前・斉藤国土交通大臣の発言後も次のとおり，建
設発生土リサイクルが重要なテーマとして位置付
けられています。
国土交通省環境行動計画改定に向けた骨子案

（令和 7 年 4 月 18 日）4）では，「【重点 3】再生資
源を利用した生産システムの構築」の主な施策と
しての「建設リサイクルの高度化」の具体例に，
「建設発生土の有効利用や適正利用を推進」が含
まれています。
第 19 回建設リサイクル推進施策検討小委員会

（令和 7年 4月 21 日）で提示された「グリーン社
会の実現に向けた建設リサイクルの推進 提言　
中間とりまとめ（素案）」5）内の「早期に取り組む
べき具体の施策」の第 1として「建設発生土の有
効利用促進」が提案されています（第 2は「建設
廃棄物のリサイクル推進」）。

カーボンニュートラルに資する
建設発生土リサイクルの徹底に向けて

一般社団法人全国建設発生土リサイクル協会　専務理事　髙
たか

野
の

　昇
のぼる
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3.　‌�建設発生土リサイクルの課題と‌
方策

⑴　課　　題
①　新材利用量の 2倍以上の土量を内陸受入地へ
搬出
国土交通省「平成 30 年度建設副産物実態調査
結果」によれば，土砂利用工事では新材を約
2,500 万 m3 利用していますが，その 2 倍以上の
約 5,900 万 m3 の建設発生土が内陸受入地（いわ
ゆる「残土処分地」）へ搬出されています（図－ 1）。
図－ 2は，「平成 30 年度建設副産物実態調査結
果」を基に，都道府県別の土砂需給バランスをみ

たものです。これによれば，多くの都道府県で内
陸受入地への搬出量が新材利用量を上回ってお
り，新材利用量を内陸受入地搬出量で代替可能，
すなわち都道府県内で調整すれば新材利用量をゼ
ロにすることが可能です。なお，新材利用量が内
陸受入地への搬出量を上回っている宮城県，山形
県，福島県は，東日本大震災後の復興事業での大
規模盛土等により，一時的に新材利用量が増大し
たものと推測されます。

②　土質改良プラント，ストックヤードが「残土
処分地」化
JASRAが実施したアンケート調査結果によれ
ば，土質改良プラントの出荷率（出荷量÷受入量）

は 25%，ストックヤードの出荷率は 45%
となっており，受け入れた建設発生土の多
くが工事で利用されていないこと，工事間
利用に際して，土質調整・土工期調整のた
めの施設である土質改良プラント，ストッ
クヤードの「残土処分地」化が明らかにな
りました（表－ 1）。

⑵　課題解決方策
建設発生土リサイクル，すなわち建設発
生土を工事間で利用するための課題とし
て，前述のとおり新材利用量を上回る土量
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注：国土交通省「建設リサイクル推進計画2020（概要）｣
　Ｐ８のフロー図に筆者が加筆したもの

図－ 1　H30センサス建設発生土搬出及び土砂利用状況
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が内陸受入地へ搬出されています。都道府県内で
調整すれば新材利用量をゼロにし，工事間利用量
を最大化することが可能ではありますが，土質調
整・土工期調整のための施設である土質改良プラ
ント・ストックヤードが「残土処分地」化してい
ることが明らかになりました。
そこで，JASRAとして，①建設発生土工事間
利用量を最大にするためには，土砂利用工事で建
設発生土利用を徹底する，すなわち新材を利用し
ないこと，②土質改良プラント，ストックヤード
の「残土処分地」化を解消するためには，工事間
利用において土質改良プラント，ストックヤード
の活用を明確化すること，③さらに①②を徹底す
るためには，工事間利用をコーディネートする専
門的組織―建設発生土利用調整のしくみを「第
17 回建設リサイクル推進施策検討小委員会」で
提案しました。

4.　‌�建設発生土リサイクル徹底の‌
ための提案

⑴　工事間利用量の最大化に向けた「土砂
利用工事における『指定利用』」
令和 5年 5 月 26 日「宅地造成及び特定
盛土等規制法」（通称：盛土規制法）の施
行に先立ち，令和 4年 6 月 21 日に「建設
工事標準請負契約約款」が改正 6）され，
公共工事では「仕様書に建設発生土の搬出
先の名称及び所在地を定める」とする，「指

定利用」が義務付けられました。
すなわち，建設発生土を搬出する公共工事で
は，工事発注前までに建設発生土の搬出先を，ま
た建設発生土リサイクル徹底の観点からは，建設
発生土の利用先となる土砂利用工事を決定する必
要があります。土砂利用工事側からみれば，工事
発注前に利用土砂の調達先となる，建設発生土搬
出工事を決定することになります。
つまり，搬出工事における建設発生土の「指定
利用」の義務化は，建設発生土リサイクル徹底の
観点からは，土砂利用工事においても建設発生土
の「指定利用」の義務化に等しいといえます（図
－ 3）。
土砂利用工事における工事間利用の「指定利用」
の手順は，図－ 4に示すとおりです。土砂利用工
事では，土質改良プラント，ストックヤードを活
用し，工事間利用量の最大化を目指すべきです。
なお，図－ 4の「工事間利用調整」において，
相手工事となる搬出工事が工事発注後である場合
は，搬出工事の設計変更が必要となります。その

表－ 1　土質改良プラント，全ストックヤード稼働実態（令和 2年度）
土質改良プラント ストックヤード

受入量
① 587 万 m3（65 施設）
　公共工事 52.6%　民間工事 47.4%

① 55.7 万 m3（26 施設）
　公共工事 63.3%　民間工事 36.7%

出荷量
② 145 万 m3（64 施設）
　公共工事 61.9%　民間工事 38.1%

② 25.3 万 m3（22 施設）
　公共工事 42.6%　民間工事 57.4%

② /① 145/587 ＝ 25% 25.3/55.7 ＝ 45%

出荷先
用途

道路管廻り 48.8%　道路路床・路体 29.2%　道路以外 22.0%
（道路以外代表例）
築堤盛土，造成盛土，建築基礎埋戻し，構造物裏込，ため池埋戻
し，汚染土除去後の埋戻し

道路 31.7%　河川 4.9%　土地造成 23.6%　その他 39.7%
（その他代表例）
耕作用土，埋立て，建築基礎・管路埋戻し，陸砂利採取地埋戻し

注：‌�都道府県建設部局が建設発生土を「指定利用」するための積算資料等としてホームページで公表している建設発生土の受入先情報および「建
設発生土土質改良プラント」のキーワードでWeb検索してヒットした情報を基に，令和 3年 11 月末に全国 490 社にアンケート調査票を郵送
配布し 124 社から回答を得た。124 社のうち建設発生土土質改良プラント，ストックヤード事業を実施している会社 92 社，95 施設を対象とし
た集計結果　https://jasra.or.jp/img/news/fce4fa6389223341decbed33a23323c5.pdf

建設発生土工事間利用徹底の観点からは
「指定利用」＝「建設発生土の利用先となる土砂利用工事を工事発注前に指定」

建設発生土工事間利用徹底の観点からは
「指定利用」＝土砂利用工事においても「土砂調達先を工事発注前に指定」

建設発生土工事間利用徹底の観点からは
建設発生土搬出工事「指定利用」＝土砂利用工事における「指定利用」

※「仕様書に建設発生土の搬出先の名称及び所在地を定める」ことを指し，工事発注者
　は，工事発注前に建設発生土の搬出先を決定しておく必要がある。

R4.6.21「標準請負契約約款」改正
公共工事では搬出工事における「指定利用※」義務化

図－ 3　土砂利用工事における「指定利用」
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ため事業年度が開始する 4 月までに，後述する
「コブリス・プラス」に登録された搬出工事・搬
入工事予定情報を基に，図－ 4の手順により行う
ことが望ましいといえます。
さらに，図－ 4は，土砂搬入工事 1 件ごとに

「工事間利用調整」する手順を示したものですが，
理想的には都道府県等一定の地域ごとに，土質改
良プラント，ストックヤード経由を含め，土砂利
用工事の全てが工事間利用で土砂を調達し，土砂
利用・建設発生土搬出に係る総コストが最小とな
る「建設発生土工事間利用の最適化」（図－ 5）
を目指すべきです。このための手法が，「線形計
画法」を用いた「建設発生土利用計画モデル」7）

です。後述する「都道府県単位の建設発生土利用
調整のしくみ」（組織）による建設発生土利用調
整では，「建設発生土利用計画モデル」を用いる
ことにより，地域ごとに「建設発生土工事間利用

の最適化」が可能となります（「建設発生土工事
間利用の最適化」については，「第 17 回建設リサ
イクル推進施策検討小委員会」では未提案）。

⑵　工事間利用における土質改良プラント，スト
ックヤード活用の明確化のための「リサイクル
原則化ルール」等の改正
①　現行ルール
国土交通省直轄工事において，建設発生土は

「リサイクル原則化ルール」（平成 3年制定，直近
改正，平成 18 年）8）に基づき「経済性にかかわら
ず」次を原則としています（図－ 6）。
・搬出工事では，建設発生土を 50 km 圏の他工
事へ搬出すること
・搬入工事では，受入時期，土質等を考慮して 50  
km圏内の他工事の建設発生土を利用すること

②　改正案
現行の「リサイクル原則化ルール」では，建設
発生土を 50 km 圏内で工事間利用する際，土工
期，土質が一致しない場合，土質改良プラント，
ストックヤードを利用することが明記されていま
せん。搬入工事において，「受入時期，土質等を
考慮したうえで，原則として建設発生土を利用す
る」との記述であり，「受入時期，土質が合わな
ければ建設発生土を利用しなくてもよい」とも解
釈可能なのでは，と思量します。
また搬出工事では，「他の建設工事との受入時
期および土質等の調整が困難である場合は，別の

土質改良プラント ストックヤード

土砂の調達先（搬出工事）
（工事間，土質改良プラント経由，ストックヤード経由

のいずれか）を指定して工事発注

注：工事間利用の相手となる搬出工事も建設発生土の搬出先を指定して工事発注

図－ 4　土砂利用工事における「指定利用」の手順

図－ 5　建設発生土工事間利用の最適化イメージ

土工期調整のためのストックヤード
（仮置場），土質調整のための土質
改良プラントを経由しないケース
を表示

搬出工事と搬入工事との
建設発生土の工事間利用条件

（注）

（注）：「リサイクル原則化ルール」で
は，50 km圏内では「経済性にかか
わらず」リサイクルすることを義務
付けているため，「最適評価基準」と
して「コスト最小」ではなく，「工事
間利用量最大」を用いるべきである。
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処分場に搬出することを妨げない」とあり，受入
時期，土質が一致しなければ「処分」してもよい，
とも解釈できます。
すなわち，現行の「リサイクル原則化ルール」
では，建設発生土を工事間で利用する際，土工
期，土質が一致しない場合は，工事間利用をしな
くてよいとも解釈できます。
そこで，建設発生土リサイクルを徹底するた
め，「リサイクル原則化ルール」における建設発
生土に関して，工事間利用に加えて，国土交通省
「ストックヤード運営事業者登録制度」9）により登
録された土質改良プラント・ストックヤード経由
利用を明示することを提案します（図－ 7）。
「リサイクル原則化ルール」において，工事間
利用に際して，登録土質改良プラント，ストック
ヤードを活用することを明確化することにより，
工事間利用量の最大化に向けた「土砂利用工事に
おける『指定利用』」においても，土質改良プラ
ント，ストックヤードの活用が徹底されます。
なお，土質改良土等の品質確保のためには，登

録土質改良プラント，ストックヤードのうち，自
治体による認定　または一般財団法人先端建設技
術センターによる第三者認証　を受けた施設を優

先利用することが必要です。
ここで東京都では，土質改良プラント，ストッ
クヤードを利用する際は，登録施設を優先すると
ともに，建設発生土搬出工事が土材料（土砂）を
調達する場合は，建設発生土を搬出した土質改良
プラント，ストックヤードから土材料を調達する
「セット利用」（図－ 8）を原則としています。つ
まり，建設発生土の搬出と土砂利用がある工事
（例：道路占用工事）では，建設発生土を搬出し
た土質改良プラント，ストックヤードから土質改
良土・ストック土を持ち帰ることにより，建設発
生土の循環利用，すなわち建設発生土リサイクル
を徹底するとともに，土質改良プラント，ストッ
クヤードの「残土処分地化」を回避しています。
さらに，「リサイクル原則化ルール」改正，「土
砂利用工事における『指定利用』」を遵守するた
め，国土交通省「建設リサイクルガイドライン」
（平成 10 年制定，直近改正：平成 14 年）8）の改正
も提案します（図－ 9）。
「建設リサイクルガイドライン」では，工事仕
様書案と同時に作成する「リサイクル計画書（積
算段階）」および「リサイクル阻害要因説明書」
に基づき，「リサイクル原則化ルール」徹底が不

10）

11）

図－ 6　  国土交通省「リサイクル原則化ルール」 
（建設発生土に関する部分）

①建設発生土の工事現場からの搬出
　工事現場から建設発生土が発生する場合は，原則として，50 kmの範
囲内の他の建設工事現場へ搬出する。なお，各地方建設副産物対策連絡
協議会等で調整済みの場合は，その調整結果を優先することとする。ま
た，他の建設工事との受入時期および土質等の調整が困難である場合
は，別の処分場に搬出することを妨げない。

②建設発生土および建設汚泥処理土の利用
　工事現場から 50 kmの範囲内に建設発生土または建設汚泥（建設汚泥
が発生する工事現場または当該工事現場において所要の品質を満たす建
設汚泥処理土への改良が可能な場合）を搬出する他の建設工事もしくは
建設汚泥処理土を製造する再資源化施設がある場合，受入時期，土質等
を考慮したうえで，原則として，建設発生土もしくは建設汚泥処理土を
利用する。なお，各地方建設副産物対策連絡協議会等で調整済みの場合
はその調整結果を優先することとする。

登録
土質改良
プラント

盛土規制法等許可
建設発生土受入地

山砂等
新材登録

ストックヤード

図－ 7　  国土交通省「リサイクル原則化ルール」 
改正案（建設発生土に関する部分）

①建設発生土搬出工事
・‌�工事現場外へ搬出する建設発生土は，原則として 50 km範囲内の他工
事（民間工事を含む。以下同じ）へ搬出する。
・‌�他工事と受入時期，土質が一致しない場合は，「ストックヤード運営事
業者登録制度」に登録した土質改良プラント，ストックヤードにて受
入時期，土質を調整するものとする。
・‌�50 km 範囲内に他工事がない場合は，盛土規制法等許可・届出済の建
設発生土受入地へ搬出することを妨げない。
②土砂利用工事
・‌�工事現場外から搬入する土砂は，原則として 50 km範囲内の他工事の
建設発生土とする。
・‌�他工事と受入時期，土質が一致しない場合は，「ストックヤード運営事
業者登録制度」に登録した土質改良プラント，ストックヤードにて受
入時期，土質を調整するものとする。
・50 km範囲内に他工事がない場合は，新材を利用することを妨げない。
注：‌�登録施設は，自治体認定または民間団体による第三者認証を受けた施設を優
先利用‌�。①②とも他工事との距離が 50 kmを超えることを制限しない。
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十分な場合は，事務所等建設副産物対策委員会が
工事積算担当に改善を指示できる体制となってい
ますが，十分に機能していないと思量されます。
そこで，「リサイクル計画書」については，
・設計段階では，再生資材を利用できない理由，
建設副産物を有効利用できない理由の記載
・工事発注段階では，再生資材調達先候補，建設
副産物の再資源化施設候補等の記載
リサイクル阻害要因説明書については，
・工事発注，実施中，完了の各段階で，新材を利
用する場合，建設副産物を処分（建設発生土の
場合は受入地へ搬出する）場合は，「リサイク

ル阻害要因説明書」作成（建設発生土を工事間
利用できない場合の理由，その根拠資料作成）
をそれぞれ義務付けすることにより，工事間利用
徹底の推進をチェックすることが可能になりま
す。例えば，栃木県では，「建設副産物の管理基
準」13）において，工事間利用できない場合の理由
書（例：50 km範囲内に相手工事がないことを示
す「工事間利用相手工事検索結果表」）の作成を
義務付けています。
なお，「リサイクル原則化ルール」，「建設リサ
イクルガイドライン」の各改正は，「建設リサイ
クル推進計画 2020」の“取り組むべき施策”と

図－ 8　東京都における「セット利用」出典：参考文献 12）

○再生資源利用（促進）計画（実
　施）書の元請業者による作成
　を工事特記仕様書に明記

（リサイクル原則化
ルールに基づく積算）

（発生抑制，リサイク
ル検討確認）

○元請業者からの再生
　資源利用（促進）実施
　書のチェック

○元請業者からのリサ
　イクル阻害要因説明
　書，再生資源利用（促
　進）実施書のチェック

・建設リサイクルガイドライン（以下，「建リ法」という）を改正し，工事設計段階における発生
　抑制検討徹底，工事発注段階における建設発生土有効利用徹底のための体制強化

○リサイクル阻害要因説明書，
再生資源利用（促進）計画（実
施）書の元請業者による作成
を工事特記仕様書に明記

図－ 9　国土交通省「建設リサイクルガイドライン」改正案
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なっています（「建設リサイクルガイドラインの
改正」については，「第 17 回建設リサイクル推進
施策検討小委員会」では未提案）。

⑶　建設発生土工事間利用調整のしくみ
建設発生土の工事間利用を実現するためには，
工事予定情報を基に，まず相手工事を見つけ，相
手工事を検索する必要があります。工事間利用の
相手工事の検索については，一般財団法人日本建
設情報総合センター（JACIC）が公共工事情報，
民間工事情報を一体化した「コブリス・プラス」14）

を令和 7年 5月から運用しており，工事担当者の
利便性の向上が期待されます。
工事間利用の可能性がある工事が検索できた後
は，相手工事担当者と工期調整，土質調整，土質
改良プラント，ストックヤードの利用調整などを
行う必要があります。特に，建設発生土を利用す
る際の土質については専門的知識・経験が必要で
す。このため，建設発生土工事間利用を徹底する
ためには，工事情報交換システムによる工事情報
の確認や，その調整に加えて，専属の担当者によ
る現場レベルでの土質・土工期等の確認・調整が
必要と思量されます（図－ 10）。
首都圏では，東京都等が出資した第三セクター
である株式会社建設資源広域利用センター
（UCR）15）が専門的知識・経験を有する専属組織
として，工事担当者に代わって工事間利用調整を

行っています。筆者は，UCR の前身である株式
会社首都圏建設資源高度化センター（ACR）設
立準備・運営支援を担当しました。さらに中部・
近畿地域でも同様な第三セクターの設立を検討し
ましたが，諸般の事情で第三セクター設立には至
りませんでした。
近年では，第三セクター方式に代わり，PFI 等
民間活力方式が主流となっており，建設発生土の
工事間利用調整についても，関係業界が自治体と
連携し，関係業界を主体とする組織が担当するこ
とが望ましいと思量されます。
「JASRA VISION 2050」（令和 4年 9月策定）16）

では，「都道府県における建設発生土利用調整の
実態を踏まえて必要な地域において，国土交通省
および都道府県の指導・了解を得て，都道府県建
設業団体等関係者と協力して，地域の土質性状等
の建設発生土利用に関する専門知識を有する
JASRA地方支部が中心となる『建設発生土利用
調整組織』が，工事担当者に代わって，最新の工
事情報の確認および現場における土質性状確認，
搬出・搬入条件調整等を担当し，都道府県および
隣接県単位に建設発生土の工事間利用，適正利用
を実現するしくみを整備する」ことを目標として
います（図－ 11）。

5.　おわりに

JASRA では，令和 3 年 4 月の発足
以降，国土交通省のご支援の下，建設
発生土リサイクル促進活動を実施して
いますが，建設発生土の土質性状に地
域特性があること，建設発生土リサイ
クルの扱いや土質改良土に関する情報
が自治体まで普及していない等によ
り，本稿で示したように土質改良プラ
ント，ストックヤードが「残土処分地
化」しているのが実態です。
これを解消し，建設発生土の工事間
利用量を最大化するための方策とし

公共工事間の建設発生土有効利用を促進するため，平成14年度より「建設発生土情報
　交換システム」
平成27年度からは公共工事と民間工事との建設発生土有効利用を促進するため「建設
　発生土有効利用官民マッチングシステム」をJACICが運用中。

建設発生土を工事間で利用するためには，搬出工事と搬入工事との間で土質，土工期
　が一致し，工事間距離は「リサイクル原則化ルール」に定める50km圏内であること
　が条件。
さらに，これら条件を確認するため，土質，土工期，工事場所等の工事情報を工事担
　当者が入手できることが必要。

これらの情報交換システムにより，工事担当者は工事情報を入手可能であるが，建設
　発生土の有効利用を実現するためには，土工期の詳細な調整および土質の現場レベル
　での確認が必須。

建設発生土の有効利用・適正利用を促進するためには，工事情報交換システムによる
　工事情報の確認・調整に加えて，専属の担当者による現場レベルで土質，土工期等の
　確認・調整が必要。

「建設発生土工事間利用調整のしくみ」の構築

首都圏では，第三セクターの㈱建設資源広域利用センター（UCR）が専属担当者による現場レベルでの確認・
調整を実施することにより，年間200万m3超の建設発生土の有効利用・適正利用を実現。

図－ 10　建設発生土工事間利用調整のしくみの必要性
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て，本稿では，「土砂利用工事における『指定利
用』」，「建設発生土工事間利用の最適化」，「リサ
イクル原則化ルール」改正，「建設リサイクルガ
イドライン」改正，「建設発生土工事間利用調整
のしくみ」の五つを提案させていただきました。
JASRAとして，国土交通省をはじめ関係者の

ご支援・ご協力を得て，この提案の実現に向けて
活動していく所存ですので，引き続きご指導・ご
鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
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土質改良プラント

ストックヤード登録制度，盛土規制法

2025年5月
コブリス・プラスとして統合

（県建設業協会と JASRAが連携した
建設発生土利用調整-マネジメント-

図－ 11　  「JASRA VISION 2050」における都道府県単位の建設発生土利用 
調整のしくみ整備
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1.　はじめに

カーボンニュートラルの実現は重要な国家施策
の一つとなっており，「国土交通省グリーン社会
実現推進本部」が設置されるなど，建設分野でも
取り組みへの関心が高まっている 1）。そのような
中，リサイクルを推進して新たな資源の投入量を
低減することは有効な方策の一つとされており，
建設工事で大量に発生する土（建設発生土）の有
効利用を促進することにより，二酸化炭素（CO2）
の排出量を削減できる可能性がある。

しかしながら，建設発生土のリサイクルに伴う
CO2 の排出削減効果は十分には明らかになってい
ないことから，本研究では土の処分や利用に関わ
る CO2 の排出量を推定する簡易なモデルを提案
し，建設副産物実態調査のデータ（2024 年 11 月
時点）に基づいて 2），2018 年度に我が国で発生
した CO2 の排出量を推定した。

本稿では，これらの研究成果の一部と今後の課
題について紹介する。なお，本研究で提案したモ
デルを検討したプロセスや結果の詳細は現在雑誌
論文に投稿中であり，詳しい内容はそちらを参照
いただきたい。

2.　研究を実施した背景

カーボンニュートラルの達成に向けて，CO2 の
排出量削減の取り組みが求められている。2020 年
度の我が国における温室効果ガスの排出量は約 11
億 5,000 万トンと報告されており 3），そのうち 10%
以上にあたる年間 1.37 億トンの CO2 が建設分野
から排出されていると指摘されている 4）。建設分
野でも脱炭素は喫緊の課題であり，産官学を挙げ
てさまざまな取り組みや研究開発がなされている。

そのような中で，建設副産物の循環利用（リサ
イクル）の推進は重要な施策として掲げられてい
る。建設工事で発生した副産物のリサイクルによ
る CO2 の排出削減効果を推定した例として，建
設工事に廃棄物を再利用する場合や 5）〜 7），港湾
構造物を建設する際の土砂の再利用に着目した研
究は見られるものの 8），建設発生土のリサイクル
の効果を検証した事例は限られている。
図－ 1に示すように，建設副産物の中でも建設

発生土の有効利用率は比較的低く，土の有効利用
を促進することでカーボンニュートラルに貢献で
きる余地があると推察される。

以上の背景を踏まえ，本研究では建設発生土の
リサイクルが CO2 の排出削減に及ぼす効果を評
価する手法を検討した。具体的には，国土交通省

建設発生土の有効利用による
二酸化炭素の排出削減効果の
推定に向けた基礎検討
京都大学大学院 地球環境学堂　助教　加

か

藤
とう

　智
とも

大
ひろ
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が 2018 年度に公表した建設副産物実態調査の結
果を用いて 2），2018 年度における CO2 の排出量
を計算した。

3.　‌�2018 年度における建設発生土の‌
状況

図－ 2に，2018 年度の建設発生土の搬出およ
び建設工事における土砂利用状況を示す。図－ 2
の左端は建設発生土の総量を示しており，年間で
およそ 28,998 万 m3 の建設発生土が生じ，そのう
ち 15,735 万 m3 が現場内での盛土造成などに利用
されたことを示している。一方で，13,263 万 m3

は現場の外に搬出され，そのうち約 26% にあた
る 3,484 万 m3 が別の現場へ運ばれて利用されて

おり，このような現場間での有効利用は工事間利
用と呼ばれている。図－ 2からは，約 1,584 万 m3

の土が一時的にストックヤードで仮置きされて工
事間利用された一方で，場外搬出された土の 3%
は，石灰などの改質材を加えて含水状態を調整す
る土質改良が行われた後に有効利用されたことが
分かる。また，場外搬出された土の 27% は，採
石場・土砂採取跡地に生じた穴や窪みを埋めるた
めに利用されており，これは準有効利用と呼ばれ
る。最後に，場外搬出された土の 44% にあたる
5,873 万 m3 の土は，残土受入地へ搬出されてい
る。準有効利用と受入地への搬出には，新たに処
分場を開発するかの違いがある。
図－ 2の右端は建設工事の際の土砂搬入の総量

を示しており，年間でおよそ 22,260 万 m3 の土が
工事に用いられ，約 70% にあたる 15,735 万 m3 が
現場内で調達されている。一方で，残りの 6,525
万 m3 の土は現場外から搬入され，これは土砂利
用と呼ばれている。土砂利用のうち 53% が前述
した工事間利用，7% が土質改良プラント経由で
の有効利用となっている一方，38% にあたる
2,506 万 m3 の土が新たに採取されたことになる。

4.　本研究で提案したモデル

図－ 2に示したような建設発生土のフローを踏

（上から）

再
資
源
化
率
・
有
効
利
用
率
（
％
）

図－ 1　建設副産物の再資源化率（文献 2）を編集）

図－ 2　2018年度における土の収支（文献 2）を編集）
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まえ，CO2 排出量を推定するモデルを検討した。
まず，ある現場で掘削された土がトラックへ積み
込まれて場外に搬出されることを考えた。搬出や
搬入のタイミング，場所などの条件が合えば，搬
出された土は工事間利用される。この場合，土の
掘削，積み込み，運搬，敷き均しが主な CO2 の
排出活動として考えられる。

一方で，搬出される際に土砂の利用先が見つか
らない場合，ストックヤードで仮置きされるほか，
土質改良された後に有効利用されることが考えら
れる。この場合，工事間利用の排出量に加えて，
ストックヤードと土質改良プラントでの敷き均し
と積み込み，土質改良プラントの稼働や土質改良
材の製造といった活動を考慮した。準有効利用の
場合は，積み込み，運搬，敷き均しを考慮した。

それに対し，残土受入地へ搬出する場合には，
山地に処分場を開発することが想定されたため，
準有効利用での CO2 の排出活動に加え，森林に
よるストック機能の低減も考慮すべきだと推察し
た。同様に，新材を採取して工事に搬入する場合
も，土の採取に伴って森林が減少すると考えられ
るため，CO2 ストックの減少を加味した。

一般的に，CO2 の排出量は活動量に排出係数を
乗じ「排出量 = 排出係数×活動量」の関係から
求められる 9）。活動量とは事業者の活動の規模に
関する数値で，電気の使用量，製品の生産量，貨
物の輸送量，廃棄物の処理量などを指す。一方
で，排出係数とは事業活動における単位生産量・
消費量等あたりの CO2 の排出量を示す数値であ
る。

まずは重機の稼働やトラックの移動に伴う CO2

排出量を算出するため，排出係数に関する文献調
査を行い，単位あたりの燃料の使用で生じる CO2

の質量（t-CO2/L）は文献 10）を参考に，0.00262  
t - CO2/L として取り扱うことにした。

重機の稼働に伴う CO2 排出量を推定する際に
は，文献 11）を参考に燃費の一例を計算した。具体
的には，バックホウが 1 m3 の土を掘削，積み込
み，敷き均しする際に消費する燃料を求め，これ
らの値に土量 V m3 と排出係数である 0.00262 t -  

CO2/L を乗じ，それぞれ 1.34V × 10 -2，2.62V ×
10 -3，1.81V × 10 -3 t - CO2 のように求めた。な
お，重機稼働の燃費は機械の種類や条件によって
変動があることから，必ずしも一意に定まる値で
はなく，推定された CO2 排出量には幅があり得
る点に注意が必要である。また，本稿で検討中の
モデルは単純化されており，機械消耗（損料）を
含めた時間のパラメータの取り扱いも今後の課題
となっている。

土砂の運搬に関わる CO2 の排出量は，トラッ
クの燃費と運行台数から燃料の使用量を求め，排
出係数を乗じて求めた。具体的には，積載量
5.55 m3 のトラックが用いられることを仮定し，
このような 10 t トラックの燃費が 4 km/L 程度と
報告されていることから 12），トラックが 1 km 移動
する際に消費する燃料を 0.25 L/km とした。次に，
総土量 V m3 を 1 台あたりの積載量 5.55 m3 で除し
て台数を求め，さらにトラックの移動距離 f km を
乗じて，CO2 の排出量を 1.18 Vf × 10 -4 t - CO2

のように推定した。
土質改良に伴う CO2 排出量は，次のように推

定した。土質改良はプラントで実施されることを
想定し，改質に用いる土質改良材の製造，プラン
ト内での重機稼働に伴う燃料の消費，プラントに
おける電力の消費の 3 点に着目した。

一般社団法人全国建設発生土リサイクル協会が
2022 年度に実施した調査では，全国の 80% 程度
のプラントで土質改良材として生石灰（酸化カル
シウム，CaO）を使用していたことから 13），本研
究では生石灰の製造に伴う CO2 排出量を考え，
生石灰 1 t を製造する際の排出量 0.748 t - CO2/t
を用いた 10）。また，改良土 1 m3 を製造する際の
生石灰の投入量に関する情報が不足していたこと
から，土質改良プラントを経営する 16 社にアン
ケートを行った。

その結果，最大で 79.2 kg/m3，最小で 15.0 kg/
m3，16 社の算術平均が 33.0 kg/m3 であったこと
から，本研究では 0.033 t/m3 を生石灰の投入量と
した。また，土質改良プラント内での燃料と電気
の使用に伴う CO2 の排出量を推定するため，2 社
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に 2023 年 4 月～ 2024 年 3 月の燃料と電力の消費
量，および改良土の生産量に関するアンケートを
行った。1 章で述べたように誌面の都合上，詳細
な計算プロセスは現在執筆中の論文に別途記す
が，アンケートの結果に基づいて土質改良に伴う
CO2 排出量を 3.37 V × 10 -2 t - CO2 のように推定
した。

森林伐採に伴う CO2 吸収量の損失は，森林が
これまでに固定した炭素ストック量と，森林が存
在していた場合の将来的な炭素の固定量の 2 点に
着目して推定した。まず，V m3 の土の採取に伴
って開発される森林の面積として，残土条例の許
可地情報に記載されている許可土量と特定事業区
域面積の関係から類推し 14），2.77 × 10 -5 ha/m3

の関係を用いた。
次に土地の転用に伴う森林の炭素ストック量の

低減を，日本国温室効果ガスインベントリ報告書 15）

に示される炭素ストック量を用いて計算した。土
地利用のカテゴリーが森林からその他の土地へ変
化すると考え，転用前後の森林，枯死木，リタ
ー，土壌の炭素ストックの変化から，1 ha の森
林の開発に伴う CO2 ストックの損失は，528 t -  
CO2/ha のようにして求めた。また，林野庁による
と，スギ林 1 ha あたりの年間の CO2 吸収量は
23.3 t - CO2/ha/yr 16），伐採後の森林の炭素吸収量
が正に転じるまでに平均 5 年程度を要することを
踏まえ 17），森林の伐採で消失し得る CO2 のスト
ックは，1.79 V × 10 -2 t - CO2 のように推定した。

以上を整理すると，図－ 3のようにまとめるこ
とができる。例えば，工事間利用に伴う CO2 排
出量を推定する場合には A ＋ D ＋ B，土質改良
プラントを経由して有効利用する場合には A ＋
D ＋ E ＋ B，受入地へ搬出する場合には A ＋ D
＋ B ＋ F のように計算した。なお，図－ 3に示
したモデルでは，土の体積 V m3 とトラックの移
動距離 f km が変数として式に含まれている。よ
って，土の搬出・搬入に伴う CO2 の排出量を推
定するためには土量と移動距離に関わる情報が必
要になる。そこで本研究では，V と f に 2018 年
度の建設副産物実態調査の「表 11（建設発生土
の搬出先種類）」と「表 12（建設副産物の運搬距
離）」に記載された値を用いた 2）。

建設発生土の搬出・搬入の経路は図－ 2に示す
とおりであり，都道府県別にその土量を整理する
と図－ 4（a）のようになる。図の水色と青色部分
に着目すると，多くの県で搬出量が搬入量を上回
っており，2 章でも述べたとおり，一定程度の建
設発生土が受入地に搬出されていることが分かる。

ここで，2018 年度の実態と比較を行うために，
図－ 4（a）の搬出・搬入土量の総量は同じまま，
その内訳が異なる仮想計算を行ったケースが図－
4（b）である。図－ 4（b）は，建設発生土の全
てを受入地に搬出し，全ての工事で新材を土砂利
用した場合を仮想的に表している。

運搬距離 f は 2018 年度の実態調査に都道府県
ごとにまとめられており，本研究ではトラック移

動距離の平均値（加重平均 km，建設合計）
を用いた。

実態調査には工事間利用，ストックヤー
ドまたは土質改良プラント経由での利用，
受入地への搬出に関する距離が記載されて
いる一方，図－ 3に示した経路の中で新材
採取地から搬入工事先への移動距離に関す
る情報は示されておらず，本研究では便宜
的にストックヤードまたは土質改良プラン
ト経由での運搬距離と同じと仮定して計算
を行った。

図－ 3　本研究で提案した CO2排出量の推定モデル
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5.　CO2 排出量の推定結果の一例

図－ 5に，2018 年度の我が国における建設発
生土の利用や処分に伴う CO2 排出量の推定結果
を示す。図－ 4に示した土量 V を用いて図－ 3
の数式を計算し，各都道府県での排出量を合計し
て求めた値である。図－ 5の右側が 2018 年度の
実態調査に基づく推定であり，合計の排出量は
432 万 t - CO2 と計算された。本研究で推定した
432 万 t - CO2 という値は，森林へのストック量
の損失も考慮したネットの排出量となっている。

ここで，2018 年度の我が国全体のネット CO2

排出量は 11 億 3,800 万 t-CO2 だと報告されてい
ることから 18），2018 年度の建設発生土の利用や
処分を伴う CO2 排出量は，我が国全体のネット
の CO2 排出量の 0.4% 程度であったことが示唆さ

れた。
2020 年度の建設業全体での CO2 排出量は 1 億

3,700 万 t - CO2 という報告があり 4），年度の違い
はあるものの，建設業から一定量の CO2 が排出
されることは課題として認識されている。そのた
め，0.4% 程度と一見小さく見えるような割合で
も絶対量を低減することは重要であり，建設発生

（上から）CO2 排出量 
（万 t-CO2）

図－ 5　各計算シナリオでの CO2排出量の比較

図－ 4　2018年度の各都道府県での建設発生土の搬出・搬入量，および仮想計算に用いた搬出・搬入量

搬出土量
（千m3）

搬入土量
（千m3）

（a）　2018年度の建設副産物実態調査の結果：各都道府県での建設発生土の搬出・搬入量

搬出土量
（千m3）

搬入土量
（千m3）

（b）　（a）の建設発生土の全てを受入地へ搬出し，全ての工事を新材で搬入すると仮定した場合
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土の利用や処分に関わる排出量の削減は重要だと
言える。
図－ 5の左側に示す推定結果は，建設発生土を

全て受入地に搬出し，全ての建設工事で新材を搬
入したシナリオでのネットの CO2 排出量を表し
ており，合計で 788 万 t - CO2 であった。2018 年
度の実態調査と比べるとおよそ 1.8 倍で，2018 年
度の時点で実施されていた建設発生土のリサイク
ルは，CO2 の排出削減に一定程度貢献していたこ
とが明らかになった。つまり，今後は土の有効利
用をさらに促進することで，CO2 の排出量をより
一層削減できる可能性が高いことが明らかになっ
た。

6.　課題と今後の展望

本研究で提案したモデルの限界と今後の課題を
整理する。まずは 4 章でも述べたように，機械消
耗などの時間的な因子に加え，発生した土の含水
比といった土の状態を考慮できていない点で，単
純化されたモデルであり，今後の研究の発展が期
待される。また，計算に用いた活動量や排出係数
など，各種パラメータの精緻化も課題である。

例えば，バックホウで単位体積の土を掘削する
際の燃料は重機の性能や使用条件によって異なる
ことが想定されるほか，土の運搬距離も幅のある
値となり得ることが考えられる。そのため，今回
は一定の値を用いた単純な計算を行ったが，今後
の研究ではデータの収集範囲を広げてパラメトリ
ックに分析を行い，CO2 排出量の推定の「範囲」
を示すことがより現実に近いと言える。また，土
質改良に伴う CO2 排出量の推定にも発展の余地
がある。

本研究では固定式の土質改良プラントを想定し
てモデルを検討したが，建設現場で土質改良を行
うなど，自走式の改良機を使用する場合には電気
や燃料の使用状況が異なると予想される。加え
て，森林の吸収量の消失が CO2 排出量の推定結
果に与える影響の分析も重要である。伐採後の森

林の炭素吸収量が正に転じるまでの年数の設定
や，海面投入などの CO2 ストックが低減しない
ようなシナリオでの計算など，考慮すべき課題が
残されており，今後の研究で取り組む予定である。

7.　おわりに

本研究から，建設工事で発生する土を有効利用
することで CO2 の排出量を低減できる可能性が
示唆された。土のリサイクルが脱炭素という付加
価値を有していることを示せたことで，国土交通
省が 2020 年に発表した「建設リサイクル推進計画
2020 ～「質」を重視するリサイクルへ～」に 19），
新たな示唆を与えられると言える。

土の有効利用率を高めるためには，工事間での
土の需給を進めるだけでなく，図－ 3に示すよう
なストックヤードや土質改良プラント経由での土
の有効利用も大切な要素だと言える。土の供給が
過多の場合にはストックヤードで一時的に仮置き
した上で別の現場へ搬出したり，逆に土の需要が
多い時期にはストックヤードから土を供給するな
ど，ストックヤードの活用が求められる 20）。さら
には，質の低い土は改良して質を高めて有効利用
先の幅を広げることも重要だと考えられる。

含水比が高く強度が小さい土であっても，土質
改良を通じて強度が大きくなることで利用用途が
広がり，リサイクルの幅が広がる可能性もある。
そのためには，土質改良に伴う CO2 排出量の低
減に向けた取り組みが重要であり，材料開発や土
質改良技術の発展が求められる。つまり今後の方
向性として，CO2 の排出係数が小さい土質改良材
の開発など，土質改良材の製造プロセスの高度化
が求められると言える。

今後は，本稿で紹介した基礎的な検討から研究
を発展させるため，関連分野で知見をお持ちの皆
さまと意見交換を行って考慮すべき項目を精査
し，モデルの精緻化につなげたいと考えている。
本稿をきっかけに，読者の皆さまからもご意見・
ご助言を頂戴できましたら幸甚に存じます。
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